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一
に
つ
い
て

歯
科
技
工
に
つ
い
て
は
、
国
外
で
作
成
さ
れ
た
補
て
つ
物
等
（
以
下
「
国
外
作
成
補
て
つ
物
等
」
と
い
う
。
）
の
使
用
を

含
め
、
患
者
を
治
療
す
る
歯
科
医
師
が
歯
科
医
学
的
知
見
に
基
づ
き
適
切
に
判
断
し
、
当
該
歯
科
医
師
の
責
任
の
下
、
安
全

性
に
十
分
配
慮
し
た
上
で
実
施
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
国
外
作
成
補
て
つ
物
等
の
輸
入
に
つ
い
て
新
た
な
法
整
備
を
行

う
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。
引
き
続
き
、
「
国
外
で
作
成
さ
れ
た
補
て
つ
物
等
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
七
年
九

月
八
日
付
け
医
政
歯
発
第
〇
九
〇
八
〇
〇
一
号
厚
生
労
働
省
医
政
局
歯
科
保
健
課
長
通
知
）
の
周
知
徹
底
等
に
よ
り
歯
科
技

工
の
安
全
性
の
確
保
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

ま
た
、
「
歯
科
補
綴
物
の
他
国
間
流
通
に
関
す
る
調
査
研
究
」
（
平
成
二
十
一
年
度
厚
生
労
働
科
学
研
究
費
補
助
事
業
）

に
お
い
て
、
国
外
作
成
補
て
つ
物
等
の
材
料
に
関
す
る
分
析
等
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
結
果
も
踏
ま
え
つ
つ
、

国
外
作
成
補
て
つ
物
等
の
品
質
の
確
保
等
の
施
策
を
進
め
て
ま
い
り
た
い
。


